
   伊勢原市勤労者住宅取得資金利子補給要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、勤労者が自己の居住する住宅を取得するため、中央労働金庫（以下「融資

機関」という。）から借り受けた住宅取得資金に対し、市が予算の範囲内で行う利子補給につ

いて、伊勢原市補助金等の交付規則（昭和５５年伊勢原市規則第１９号）に規定するもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 （利子補給の対象） 

第２条 この要綱に定める利子補給を受けることができる住宅取得資金は、融資機関が次の各号

のいずれにも該当する者に対して貸し付ける資金（以下「貸付金」という。）に限るものとす

る。 

 (1) 利子補給申請時において、本市に住所を有する者 

  (2) 利子補給申請時において、事業所に勤務している者 

  (3) 本市内に自己の居住する住宅（新築、購入）を取得し、又は増改築する者 

 （利子補給の条件） 

第３条 貸付金に対する利子補給の条件は、次のとおりとする。 

  (1) 利子補給期間 貸付金にかかる利子の支払いを開始してから５年 

  (2) 貸付金限度額 １件５００万円 

 （利子補給の額） 

第４条 利子補給額の算出は、貸付金に対し、元金均等月賦償還（２５年返済）による年利３パ

ーセントの割合で計算した別表に掲げる１か月の利子補給額に当該年の１月から１２月まで

の償還月数を乗じて得た額か、当該年中に支払った利子額のうち利子補給の対象となる利子額

の、いずれか少ない額の５０パーセント以内の額とする。ただし、利子補給期間において繰り

上げ償還又は３か月を超えて延滞した場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により算出した利子補給額に１００円未満の端数がある場合はその端数を切り捨

てるものとする。 

 （利子補給の申請） 

第５条 利子補給を受けようとする者は、毎年１月末までに伊勢原市勤労者住宅取得資金利子補

給交付申請書（第１号様式）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

  (1) 売買契約書の写し、確認通知書の写し、建物登記簿謄本等 

  (2) 住民票 

  (3) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項にかかわらず、２年目以降の利子補給の申請にあっては、前項に規定する第２号を除く

書類を省略することができる。 

 （利子補給の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による利子補給の交付申請があったときは、速やかに審査を行い、

その適否を決定し、利子補給すべきと認めるときは伊勢原市勤労者住宅取得資金利子補給交付

決定通知書（第２号様式）により、利子補給すべきでないと認めるときは伊勢原市勤労者住宅

取得資金利子補給不交付決定通知書（第３号様式）により通知する。 



 （支給時期） 

第７条 利子補給は、前条の規定する利子補給を決定した日の属する年度の末日までに支給する。 

 （支給手続） 

第８条 前条の規定により利子補給の支給を受けようとする者は、請求書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 （状況調査等） 

第９条 市長は、必要と認めたときは、利子補給の支給後において住宅の活用状況を調査するこ

とができる。 

 （利子補給決定取り消し等） 

第１０条 市長は利子補給の支給を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、利子補

給の決定を取消し、既に支給した利子補給の全部又は一部を返還させることができる。 

 (1) 借入金を融資目的以外に使用したとき 

 (2) 利子補給交付申請に際し不正な行為があったとき 

 (3) 住宅取得が不可能となったとき 

 （備付帳簿） 

第１１条 市長は、伊勢原市勤労者住宅取得資金利子補給金交付処理簿を備えて、必要な事項を

記載しておかなければならない。 

 

   附 則  

 この要綱は、告示の日から施行し昭和５３年４月１に以降、融資契約を締結した者から適用す

る。 

   附 則  

 この要綱は、告示の日から施行し昭和５６年４月１に以降、融資契約を締結した者から適用す

る。 

   附 則  

 この要綱は、告示の日から施行し昭和５７年４月１に以降、融資契約を締結した者から適用す

る。 

   附 則  

 この要綱は、告示の日から施行し昭和５９年１月１日から適用する。 

   附 則  

 この要綱は、告示の日から施行し平成４年４月１に以降、融資契約を締結した者から適用する。 

   附 則  

 この要綱は、告示の日から施行し平成５年４月１日から適用する。 

   附 則  

１ この告示は、平成８年１月１日から施行する。 

２ 改正後の第３条第２号、第４条及び第１号様式の規定は、平成８年度利子補給交付申請利分

から適用し、平成７年度利子補給交付申請利分についてはなお従前の例による。 

    附 則  

１ この告示は、平成１０年１月１日から施行する。 

２ 改正後の伊勢原市勤労者住宅取得資金利子補給要綱の一部を改正する要綱（以下「改正後の



要綱」という。）の規定は、改正後の要綱の施行日以後の貸付金に係る利子補給額について適

用する。ただし、改正後の要綱の施行日前の貸付金に係る利子補給については、改正後の要綱

第４条の規定にかかわらず、平成１０年度の利子補給の交付申請分については同条中「５０パ

ーセント」とあるのは「９０パーセント」と、平成１１年度の利子補給の申請分については同

条中「５０パーセント」とあるのは「７０パーセント」と読み替えて適用する。 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

附 則 

  この告示は、公表の日から施行する。 

      附 則 

  この告示は、平成２０年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

    附 則（平成２８年３月１０日告示第２６号） 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

      附 則（令和元年８月１５日告示第３３号） 

 この告示は、公表の日から施行する。 

    附 則（令和５年１０月２６日告示第１４１号） 

 この告示は、公表の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別表（第４条関係） 

 

貸  付  金  額 １ か 月 利 子 補 給 額 

      ６０万円 １，３００円 

     ７０万円 １，５００円 

     ８０万円 １，８００円 

     ９０万円 ２，０００円 

    １００万円 ２，２００円 

    １１０万円 ２，４００円 

    １２０万円 ２，７００円 

    １３０万円 ２，９００円 

    １４０万円 ３，１００円 

    １５０万円 ３，３００円 

    １６０万円 ３，６００円 

    １７０万円 ３，８００円 

    １８０万円 ４，０００円 

    １９０万円 ４，２００円 

    ２００万円 ４，５００円 

    ２１０万円 ４，７００円 

    ２２０万円 ４，９００円 

    ２３０万円 ５，１００円 

    ２４０万円 ５，４００円 

    ２５０万円 ５，６００円 

    ２６０万円 ５，８００円 

    ２７０万円 ６，０００円 

    ２８０万円 ６，３００円 

    ２９０万円 ６，５００円 

    ３００万円 ６，７００円 

    ３１０万円 ６，９００円 

    ３２０万円 ７，２００円 



    ３３０万円 ７，４００円 

    ３４０万円 ７，６００円 

    ３５０万円 ７，８００円 

    ３６０万円 ８，１００円 

    ３７０万円 ８，３００円 

    ３８０万円 ８，５００円 

    ３９０万円 ８，７００円 

    ４００万円 ９，０００円 

    ４１０万円 ９，２００円 

    ４２０万円 ９，４００円 

    ４３０万円 ９，６００円 

    ４４０万円 ９，９００円 

    ４５０万円 １０，１００円 

    ４６０万円 １０，３００円 

    ４７０万円 １０，５００円 

    ４８０万円 １０，８００円 

    ４９０万円 １１，０００円 

    ５００万円 １１，２００円 

 

  

  ただし、貸付金額がこの区分にない場合は、直近下位の区分による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第５条関係） 

               伊勢原市勤労者住宅取得資金利子補給交付申請書 

 

                                                        年  月  日 

 伊 勢 原 市 長   殿 

 

申請者 住  所 伊勢原市 

 氏  名  

 電話番号  

 

 伊勢原市勤労者住宅取得資金利子補給要綱第５条の規定により、次のとおり住宅取得

に係る利子補給金の交付を申請します。 

取 得 住 宅 の 内 容 
種 別 １新築   ２増改築   ３新築購入  ４中古購入 

所 在 地 伊勢原市 

勤 務 先 
名 称  

就職年月日                   年     月    日 

別表によって算出した

利 子 補 給 額 

（Ａ） 

１か月利子補給額        円 × ①当該年償還月数    月 

  ＝             円 

当 該 年 中 に 支 払 っ た 

利 子 額 か ら 算 出 し た 

利 子 補 給 額 

（Ｂ） 

（１）貸付金額が５００万円を超える場合 

② 当該年中に支払った利子額            円 

③ 貸付金額                    円 

 ②÷③ × 5,000,000円 ＝             円 

（２）貸付金額が５００万円以下の場合 

② 当該年中に支払った利子額            円 

 

利子補給申請額算出 

（Ｃ） 

（Ａ）又は（Ｂ）のいずれか少ない額       円×５０％ 

              ＝               円 

（小数点以下切捨て）   

利 子 補 給 申 請 額 
           円   

※（Ｃ）の100円未満を切り捨てた金額を記入  

 

融資機関証明欄 

貸 付 年 月 日        年     月    日 

当 該 年 償 還 月 数（①）            月（    月    日から    月    日） 

当 該 年 中 に 支 払 っ た 

利  子  額（②） 
円 

貸 付 金 額（③）                  円 

 

   上記のとおり相違ないことを証明します。 

            年     月     日 

    

               融資機関名                   



 
第２号様式（第６条関係） 

 

 

伊勢原市勤労者住宅取得資金利子補給交付決定通知書 

 

 

                                   伊勢原市指令(  )第   号   

                                           年  月  日   

 

 

                         様 

 

                        伊勢原市長                     ㊞   

 

 

        年  月  日に申請された勤労者住宅取得資金利子補給については、次のと

おり利子補給することに決定したので通知します。 

 

 利子補給交付決定額                         円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３号様式（第６条関係） 

 

 

            伊勢原市勤労者住宅取得資金利子補給不交付決定通知書 

 

 

                                                  伊勢原市指令(  )第     号 

                                                           年     月  日 

 

                             様 

 

                                    伊勢原市長                     ㊞ 

 

     年  月  日に申請された勤労者住宅取得資金利子補給について、次の理由により

利子補給しないことと決定したので、通知します。 

 

（利子補給しない理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に伊勢原市長に対して審査請求をすることができます。 

  また、この処分の取消しを求める訴えをする場合は、この処分の通知を受けた日の翌日から起

算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）提起

することができます。ただし、審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

 


